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令和４年度  

美浜町人事行政の運営等の状況の公表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美浜町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例  

（平成２１年美浜町条例第５号）第６条の規定に基づき、  

令和４年度美浜町人事行政の運営等の状況について、  

次のとおり公表します。  

 

（ 一 部 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 状 況 を 公 表 し て い ま す 。）  
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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

(1) 部門別職員数の状況 

（各年４月１日現在） 

区分 職員数 
増減 主な増減理由 

部門 令和４年 令和５年 

一
般
行
政
部
門 

議 会 ３ ３    

総務・企画 ３８ ４１ ３ 休業者の部付による増 

税 務 ７ ６ △１  兼務による減 

民 生 ４８ ４５ △３ 
退職不補充による減 

（保育士・栄養士） 

衛 生 １１ １２ １ 採用補充による増（保健師） 

労 働 ０ ０    

農 林 水 産 １０ １０    

商 工 ７ ６ △１ 事務事業見直しによる減 

土 木 ９ ８ △１ 事務事業見直しによる減 

小計 １３３ １３１ △２  

特
別
行
政
部
門 

教 育 ２３ ２５ ２  

消 防 ０ ０ ０  

小計 ２３ ２５ ２  

公
営
企
業
部
門 

水 道 ５ ３ △２ 事務事業見直しによる減 

下 水 道 ３ ４ １ 事務事業見直しによる増 

そ の 他 ７ ７   

小計 １５ １４ △１  

合計 １７１ １７０ △１  
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(2) 職員数の推移状況 

４月１日現在の職員数及び推移状況は、次のとおりです。 

区分 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

職員数 191 192 190 185 180 171 170 

増減 0 1 △2 △5 △5 △9 △1 

（参考：これまでの実績） 

区 分 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

職員数 204 201 194 192 187 187 191 

増減 △3 △3 △7 △2 △5 0 4 

 

(3) 令和４年度職員採用候補者試験の実施状況 

令和４年度の職員採用候補者試験の実施状況は、次のとおりです。 

① 一般試験 

ア 試験日程等 

種
類 

試験区分 公告日 申込受付期間 

試験日 
最終合格発表 

第１次試験 第２次試験 

高
校
卒
業
程
度 

事 務 

事務（情報） 

事務（移住・定住） 

土 木 技 師 

保 健 師 

社会福祉士 

保 育 士 

令和４年 

7 月 1 日 

令和４年 

7 月 14日 

～ 

8 月 4 日 

令和４年 

9 月 18日 

令和４年 

10月 29日 

10月 30日 

令和４年 

11月 16日 

 

イ 申込者数、受験者数、合格者数及び競争倍率 

種
類 試験区分 

採 用 

予定数 
申込者数 

第１次試験 第２次試験 競争 

倍率 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 

高
校
卒
業
程
度 

事 務 ４ １５ １１ ９ ８ ４ 2.75 

事務（情報） ２ ０ ０ ０ ０ ０ - 

事務（移住・定住） １ ２ ２ ２ ２ ２ 1.0 

土 木 技 師 ２ １ １ １ １ １ 1.0 

保 健 師 ２ ２ １ １ １ １ 1.0 

社会福祉士 １ ２ １ １ １ １ 1.0 

保 育 士 ３ ５ ３ ３ ３ ２ 1.5 

合計 ２７ １９ １７ １６ １１  
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２ 職員の人事評価の状況 

職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならないとさ

れています（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２３条の

２）。 

人事評価は能力主義、成績主義を実現するための手段であり、任命権者においては、こう

した観点から、職員の能力や勤務実績等を総合的に評価し、その結果を配置換えや昇任、

昇給などの人事管理に活用することで、公務の能率的な運営を図っています。 

本町では、平成１０年度から勤務成績による評価制度を運用していましたが、評価の公平

性を確保するため、平成２１年度に「職責に応じて能力区分、評価ウエイトを設定し、職

員それぞれが期首に業務目標を設定してその達成状況等を評価する業績評価方式」を導入

し、その結果を昇給、手当に反映しています。  
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３ 職員の給与の状況 

 

(1) 人件費の状況 

令和４年度の普通会計決算における人件費の状況は、次の表のとおりです。 

区分 
住民基本台帳人口 

(R5.3.31現在) 

歳出額 

(A) 

実質収支 人件費 

(B) 

人件費率 

(B/A) 

令和 3 年度 

人件費率 

令和４年度 
人 

8,936 

千円 

12,343,611 

千円 

501,147 

千円 

1,511,069 

％ 

12.2 

％ 

13.9 

（注）人件費には、特別職職員に支給される給料、報酬等を含みます。 

 

(2) 職員給与費の状況 

令和４年度の普通会計決算における職員給与費の状況は、次の表のとおりです。 

区分 
職 員 数 

(A) 

給 与 費 １人当たり 

給与費 

(B/A) 
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 

令和４年度 
人 

153 

千円 

534,597 

千円 

86,128 

千円 

199,364 

千円 

820,089 

千円 

5,360 

（注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。 

２ 職員数については、令和４年４月１日現在の人数です。 

任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員は含まれていません。 

３ 給与費には、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与は含まれていますが、会計年 

度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

(3) 職員（一般行政職）の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

令和５年４月１日現在における職員（一般行政職）の平均年齢、平均給料月額及び平均給

与月額の状況は、次の表のとおりです。 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

美浜町 ４１．３歳 ２９１，４１２円 ３３４，７９７円 

福井県 ４２．５歳 ３１７，８７７円 ３７９，１２９円 

国 ４２．４歳 ３２２，４８７円 ４０４，０１５円 

（注）給与月額は、給料月額に職員手当の額を加えたものです。 

 

(4) 職員の初任給の状況 

令和５年４月１日現在における職員の初任給の状況は、次の表のとおりです。 

区  分 美浜町 福井県 国 

一 般 

行政職 

大学卒 １７５，３００円 １９１，７００円 １８５，２００円 

高校卒 １５４，６００円 １５８，９００円 １５４，６００円 
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(5) 職員の経験年数別及び学歴別の平均給料月額の状況 

令和５年４月１日現在における職員の経験年数別及び学歴別の平均給料月額の状況は、次

の表のとおりです。 

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一 般 

行政職 

大学卒 ２４２，９５０円 ２８１，０５０円 ３２４，１００円 

高校卒 ２１５，５００円 ２３９，８００円 ２６２，６００円 

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合にあっては採用後の年数を、採用前に民間歴等がある場

合にあってはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。 

該当職員が２人未満の区分については、その階層に加えて、近似の階層を記載しています。 

 

(6) 等級及び職制上の段階ごとの職員数（一般行政職）の状況 

令和５年４月１日現在における一般行政職の行政職給料表（１）の状況は、次のとおりです。 

等級 
等級別基準職務表に規定する基

準となる職務 

合計 内訳 職務上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

１級 定型的な業務を行う職務 16 14.6 

主事 

専門員 

15 

1 

40 36.4 

一
般
職
員 

計 16 

２級 
特に高度の知識又は経験を必要

とする業務を行う職務 
24 21.8 

主事 

技師 

22 

2 

計 24 

３級 主査の職務 32 29.1 
主査 32 

32 29.0 
主
査
級 計 32 

４級 課長補佐の職務 12 10.9 

総務課長補佐 

課長補佐 

室長 

所長 

1 

8 

2 

1 

24 21.8 

課
長
補
佐
級 

計 12 

５級 
重要かつ困難な業務を処理する

課長補佐の職務 
12 10.9 

参事 

専門員 

11 

1 

計 12 

６級 課長の職務 14 12.7 

総務課長 

統括幹 

課長 

事務局長 

会計管理者 

1 

1 

10 

1 

1 

14 12.8 
課
長
級 

計 14 

合  計 110 100.0     
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(7) 職員手当の状況（全会計） 

 

ア 期末手当・勤勉手当 

令和５年４月１日現在における期末手当・勤勉手当の状況は、次の表のとおりです。 

美 浜 町 福 井 県 国 

１人当たり平均支給額 

（令和４年度）１，３２８千円 

１人当たりの平均支給額 

（令和４年度）１，６２２千円 
－ 

（令和４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

２．４０月分   ２．００月分 

（１．３５）月分 （０．９５）月分 

（令和４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

２．４０月分   ２．００月分 

（１．３５）月分 （０．９５）月分 

（令和４年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

２．４０月分   ２．００月分 

（１．３５）月分 （０．９５）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～１５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 １５～２５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当 

令和５年４月１日現在における退職手当の状況は、次の表のとおりです。 

美 浜 町 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 19.6695月分 24.586875 月分 勤続 20年 19.6695月分 24.586875 月分 

勤続 25年 28.0395月分 33.27075 月分 勤続 25年 28.0395月分 33.27075 月分 

勤続 35年 39.7575月分 47.709月分 勤続 35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分 

その他の加算措

置 

定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

その他の加算措

置 

定年前早期退職特例措置 

（2～45％加算） 

１人当たり 

平均支給額 
４，０８０千円 １６，２５２千円  

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当 

令和５年４月１日現在における地域手当の状況は、次の表のとおりです。 

支給実績（令和４年度決算） １，１８４千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） １，１８４，３５２円 

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数 国の制度 

医師 １６％ １人 １６％ 
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エ 特殊勤務手当 

令和５年４月１日現在における特殊勤務手当の状況は、次の表のとおりです。 

支給実績（令和４年度決算） ２，６５８千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） １３９，９３８円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） １０．４％  

手当の種類（手当数） ３ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対 

する支給単価 

感染症等防疫作業

手当 

感染症等防疫作業

に従事する職員（医

師、看護師等） 

感染症、家畜伝染病

等の対応業務 
日額 500円 

医療業務手当 

診療所に勤務する

医師である職員（医

師） 

診療業務等 

給料月額の 100分の 40を乗

じて得た額に 100,000 円を

加えた額以内の額 

徴収手当 
町の徴収金等の徴

収に従事する職員 

町税、町営住宅の家

賃、公共下水道使用

料その他の徴収金

等の徴収業務 

日額 300円 

 

オ 時間外勤務手当 

令和５年４月１日現在における時間外勤務手当の状況は、次の表のとおりです。 

令和４年度決算 
支給総額              ４１，４５０千円 

職員１人当たり平均支給年額        ２７０千円 

令和３年度決算 
支給総額              ４８，６８４千円 

職員１人当たり平均支給年額        ２９９千円 
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カ その他の手当 

令和５年４月１日現在におけるその他の手当の状況は、次の表のとおりです。 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と 

異なる内容 
支給実績 

（令和４年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

(令和４年度決算) 

扶養手当 

扶養親族のある職員に支給 

・子 月額 10,000円 

※満16歳年度初めから満 22歳年度末

までの子１人につき 5,000円加算 

・その他扶養親族 月額 6,500円 

同じ  11,741千円 209,669円 

住居手当 

賃貸住宅に居住する職員に支給 

・借家に係る 16,000 円を超える家賃の

額に応じて 

最高 月額 28,000円 

同じ  5,515千円 344,730円 

通勤手当 

＜通勤のため公共交通機関等を利用＞ 

① 1か月当たりの通勤に要する運賃等の

額に相当する額（運賃等相当額）が

55,000円以内の場合 

→運賃等相当額 

②  1 か月当たりの運賃等相当額が

55,000円を超える場合 

→55,000 円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額 

 

＜通勤のため自動車等を使用＞ 

通勤距離 2㎞以上で距離に応じて 

月額 2,000円から 31,600円 

同じ  7,929千円 65,536円 

宿日直 

手当 

宿日直勤務を行う職員に支給 

1回 4,400円 

（5時間未満の勤務の場合 

1回 2,200円） 

同じ  2,315千円 29,307円 

管理職 

手 当 

管理・監督の地位にある職員に支給 

・総務課長    62,300 円 

・総務課長以外の課長級の職員 

51,900円 

・上席参事・総務課参事・総務課長補佐 

5級      46,300円 

4級      43,100円 

・参事・保育所長 39,700 円 

異なる 

・分類される

職が異なる。 

・給料表の級

ごとに定めら

れた金額につ

いては、概ね

同じ。 

15,766千円 563,100円 

管理職員 

特別勤務 

手当 

管理・監督の地位にある職員が週休日又

は休日等に勤務した場合に支給 

勤務 1回につき 

・課長級・参事級  6,000 円 

・総務課長補佐     4,800円 
※6 時間を超える勤務の場合は、150/100 を乗

じて得た額 

異なる 

・分類される

職が異なる。 

・給料表の級

ごとに定めら

れた金額につ

いては、概ね

同じ。 

600千円 21,428円 

初任給 

調整手当 

医師に支給 

月額 49,100円～308,600円 
同じ  3,587千円 3,587,700円 

単身赴任 

手当 

異動に伴い転居し、やむを得ない事情に

より配偶者と別居し単身で生活する職員

に支給 

配偶者宅との距離により 

基礎額 30,000 円に住居間の距離に応じ

た額（最高 70,000円）を加算した額 

同じ  0千円 0円 
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(8) 特別職の給料、報酬等の状況 

令和５年４月１日現在における特別職の給料、報酬等の状況は、次の表のとおりです。 

区分 給料月額等 

給
料 

町 長 

副町長 

教育長 

８５０，０００円 

６７０，０００円 

５６０，０００円 

報
酬 

議 長 

副議長 

議 員 

３００，０００円 

２４５，０００円 

２３５，０００円 

期
末
手
当 

町 長 

副町長 

教育長 

（令和４年度支給割合） 

３．３０月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（令和４年度支給割合） 

３．１０月分 

退
職
手
当 

 

町 長 

副町長 

教育長 

（算定方式）       (１期の手当額)   (支給時期) 

850,000円×在職月数×0.45  18,360,000円    任期毎 

670,000円×在職月数×0.27   8,683,200円    任期毎 

560,000円×在職月数×0.18   3,628,800円    任期毎 

（注）「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（町長、副町長は４年＝４８月、

教育長は３年＝３６月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

(1) 勤務時間等の状況 

令和４年度の職員の勤務時間は、原則として次の表のとおりです。 

勤務時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休憩時間 正午から午後１時まで 

（注） 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員（保育園等）は、上記以外の

勤務時間の割り振りとなります。 

 

(2) 主な休暇及び休業制度の状況 

令和４年度の職員の主な休暇、休業制度の状況は、次の表のとおりです。 

区 分 期 間 取得状況 

年次休暇 １年当たり２０日 取得日数  平均７．７日 

夏季特別休暇 
７月から９月までの期間 

連続する３日以内 
取得日数  平均２．４日 

病気休暇 ９０日以内 取得者       ９人 

介護休暇 

配偶者、父母、子等を介護する必要がある

場合 連続する６月の期間内において必

要と認める期間 

取得者       ０人 

育児休業 最長で子が３歳に達するまでの期間 取得者       ６人 

（注）１ 職員の休暇等については、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年美浜町条例第２号）

及び美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成７年美浜町規則第３号）で定められて

います。 

２ 年次休暇については、１年単位で付与されるため、令和４年１月１日から同年１２月３１日までの取

得状況を記載しています。 

３ 病気休暇、介護休暇及び育児休業の取得者は、令和４年度中に休暇等を開始した者の人数を記載して

います。 
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５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

(1) 分限処分の状況 

令和４年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。 

降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 

０人 ０人 ２人 ０人 ２人 

（注）１ 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の観点から、職員がその職責を十分に果

たすことができない場合に行う処分のことをいいます。 

２ 令和４年度中に分限処分を受けた職員数を記載してあります。 

 

(2) 懲戒処分の状況 

令和４年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。 

戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

（注）１ 懲戒処分とは、職務上の義務違反等公務員としてふさわしくない非行がある場合に行う処分のことを

いいます。 

２ 令和４年度中に懲戒処分を受けた職員数を記載してあります。 

 

 

６ 職員の服務の状況 

職員の服務については、その根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と

されています（法第３０条）。 

更に、次に掲げる義務、禁止及び制限事項が定められています。 

(1) 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（法第３２条） 

(2) 信用失墜行為の禁止（法第３３条） 

(3) 秘密を守る義務（法第３４条） 

(4) 職務に専念する義務（法第３５条） 

(5) 政治的行為の制限（法第３６条） 

(6) 争議行為等の禁止（法第３７条） 

(7) 営利企業等の従事制限（法第３８条） 

 

＜服務規律確保の取組状況＞ 

服務規律の確保については、会議及び研修の機会を通じて、また、選挙前や年末年始等の

機会を捉えて職員に周知徹底を図っています。 
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７ 職員の研修の状況 

 

(1) 研修の状況 

職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければ

ならないとされています（法第３９条）。 

令和４年度の職員の研修の状況は、次のとおりです。 

区分 研修名 研修期間 受講者数 

独
自
研
修 

財務・出納・文書実務研修 １日 ６０人 

改正個人情報保護法に関する研修 １日 １８人 

タイムマネジメント研修 １日 ３４人 

接遇力向上研修 １日 ３３人 

組織経営力・人財活用研修 １日 ２３人 

管理職員研修（健康管理研修） １日 ３４人 

法制執務研修 １日 １４人 

委
託
研
修 

新規採用職員研修（前期） ３日 ５人 

新規採用職員研修（中期） ２日 ５人 

新規採用職員研修（後期） ２日 ５人 

新規採用職員研修（保育職） ２日 １人 

ステップ１研修（２５歳） ２日 ４人 

ステップ２研修（３０歳） ２日 ３人 

ステップ３研修（３５歳） ２日 ２人 

ステップ４研修（４０歳） ２日 ３人 

課長補佐級研修 １日 ３人 

新任管理職研修 １日 ５人 

課長級研修 １日 ２人 

ふくいをもっとおもしろく研修 ０．５日 １人 

文章力向上研修 ０．５日 １人 

スキルアップ研修③～判断力向上～ １日 １人 

事業スクラップ研修 ０．５日 １人 

地方公会計と財務諸表の作り方・読み方研修 １日 １人 

クレーム対応研修 １日 １１人 

（注） 独自研修とは、美浜町で独自に実施する研修をいいます。 

委託研修とは、福井県自治研修所に委託して実施する研修をいいます。  
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(2) 勤務成績の評定の状況 

任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じ

た措置を講じなければならないとされています（法第４０条）。 

勤務評定は、能力主義及び成績主義を実現するための手段であり、各任命権者においては、

こうした観点から、職員の能力や勤務実績等を総合的に評価し、その結果を配置換えや昇任

等の人事管理に活用することで、公務の能率的な運営を図っています。 

本町では、「美浜町職員の人事評価に関する規則（平成１０年美浜町規則第４号）」に基づ

き、次のとおり評定を行っています。 

評定基準日 ４月１日 １０月１日 

評定期間 前年１０月１日～３月３１日 ４月１日～９月３０日 

評価（評語） ５区分（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ） 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

平成２８年４月１日に施行された改正地方公務員法及び美浜町職員の退職管理に関する規

則に基づき、再就職者による職員への働きかけの規制等を行っています。 

尚、これらの規制等は、施行日以前に退職した元職員にも適用されます。 

 

＜職員への働きかけの規制＞ 

再就職した元職員による現職職員への働きかけ（再就職先と町との間の契約、処分等に関

する要求や依頼）は、退職後２年間禁止されています（法第３８条の２）。 

尚、規制対象及び禁止行為は下表のとおりです。 

規制対象 禁止行為 

全ての再就職者 離職前５年間の職務に関する働きかけ 

課長級の職に就いていた再就職者 
離職前５年より前に課長級の職に就いていたと

きの職務に関する働きかけ 
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９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

(1) 福利厚生の状況 

地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、

これを実施しなければならないとされています（法第４２条）。 

令和４年度の福利厚生の状況は次のとおりです。 

区分 主な内容 実績 事業費 

厚生事業 
定期健康診断 ２５８人 ２，０１７，３９７円 

人間ドック ３２人 ２８８，０００円 

補助事業 職員互助会への補助 － ０円 

 

(2) 公務災害発生状況 

職員が仕事中や通勤途中でけがをしたり、仕事が原因で病気になったりしたときは、原則

として公務災害として取り扱います。 

令和４年度の公務災害発生状況は、次のとおりです。 

町長部局 議会事務部局 
教育委員会 

事務部局 
左記以外 計 

１件 ０件 １件 ０件 ２件 

 

 

１０ 勤務条件に関する措置の要求状況 

公安委員会において、令和４年度に勤務条件に関する措置の要求として取り扱った事案は

ありません。 

 

 

１１ 不利益処分に関する不服甲立ての状況 

公安委員会において、令和４年度に不利益処分に関する不服申立てとして取り扱った事案

はありません。 


